
愛知県スタートアップ支援拠点ＰＦＩアドバイザリー業務委託仕様書 

 
１ 事業の概要 

本県では、令和６年 10 月に愛知県スタートアップ支援拠点「STATION Ai」を開

業した。STATION Ai の施設整備及び運営に当たっては、民間事業者のノウハウや

アイデア等を活用するため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律（ＰＦＩ法）に基づき、施設整備は、ＢＴ（Build Transfer）と

し、運営については、公共施設等運営権方式（コンセッション方式）を導入して

いる。また、令和６年 9 月に STATION Ai 株式会社との間でＰＦＩ法に基づき公共

施設等運営権実施契約（以下「実施契約」という。）を締結し、公共施設等運営権

を設定した。 

 

２ 仕様書の適用範囲 

本仕様書は、甲と乙との間で締結する愛知県スタートアップ支援拠点ＰＦＩア

ドバイザリー業務委託契約に適用する。 

 

３ 業務の目的 

実施契約に基づき実行する政策的支援を始め、各事業年度の初日までにＰＦＩ

事業者と県で合意により定める単年度収支計画など、STATION Ai 開業後において

ＰＦＩ事業者との協議調整や当該業務の進捗管理等の実施に際して、運営・法

務・財務会計面の助言等の支援を得る必要があるため、当該アドバイザリー業務

を外部コンサルタントに委託するものである。 

 

４ 業務期間 

  令和７年４月１日（火）から令和８年３月３１日（火）まで 

 

５ 業務内容（詳細については、別添のとおり。以下は主な内容。） 

（１）事業推進に関する支援業務 

（２）ガバナンス・モニタリングに関する支援業務 

（３）（１）（２）その他の実施契約の適確な履行のための運営・法務・財務会計面

に関する支援業務 

 

６ 成果物 

（１）事業推進に関する支援業務に関する書類 

（２）ガバナンス・モニタリングに関する支援業務に関する書類 

（３）（１）（２）その他の実施契約の適確な履行のための運営・法務・財務会計面

に関する支援業務に関する書類 

（４）（１）～（３）の書類の製本（ファイリング）をもととした報告書 



    ※ 打合せ記録を含む。 

  提出部数：１部（※別途、ＣＤ－ＲＯＭによる電子納品を行うこと） 

 

７ 留意事項 

（１）委託業務の開始から終了までの間、支援内容全般を常に把握している専任の

担当者を複数名配置した体制とすること、業務実施方法や進捗状況の確認

等、支援業務の円滑な実施のために定期的に県と連絡調整を行うこと。 

（２）本支援業務の受託者は、業務の遂行に当たっては秘密を厳守し、個人情報等

の漏洩がないよう機密保持に万全を期すること。 

（３）本業務を遂行するにあたって発生する費用は乙の負担とし、その業務の対価

として乙に支払う契約代金は業務完了後、乙の請求に基づき甲が支払うもの

とする。 

（４）本業務の実施にあたり、甲から別途指示があった場合は、可能な限り対応す

ること。 

（５）この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙が協議して決

めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
愛知県スタートアップ支援拠点ＰＦＩアドバイザリー業務内容 

項 目 具体的内容（例示） 

（１）事業推進に関す

る支援業務 

・ 単年度収支計画・年度業務計画書作成に関する支援 
・ ＰＦＩ事業者との協議に関する支援 
・  ＰＦＩ事業者間と各種課題解決に向けた調整に関する支援 
・ 運営業務、維持管理業務及び任意事業の推進に関する支援 
・ 政策的支援の実行に関する支援 
・ 調達や修繕等に関する支援 

（２）ガバナンス・モ

ニタリングに関

する支援業務 

・ ガバナンス・モニタリング実施に関する支援 
・ ガバナンス組織体制運営※に関する支援 

※各種会議等の設営や議事録作成、事業進捗に応じた協議事項 
の整理 

（３）（１）（２）その他

の実施契約の適確

な履行のための運

営・法務・財務会計

面に関する支援業

務 

・ （１）～（２）を実施する上で必要となる業務への対応支援

及び助言 

 

別添 


